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す
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問
に
対
し
、
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紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
外
務
省
職
員
の
守
秘
義
務
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
秘
密
」
と
は
、
一
般
に
知
ら
れ
て

い
な
い
事
実
で
あ
っ
て
、
他
に
知
ら
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
利
益
を
有
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
非
公
知
性
及
び
秘

匿
の
必
要
性
の
二
つ
の
要
素
を
具
備
し
て
い
る
事
実
を
い
う
も
の
と
解
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

職
務
と
は
、
職
員
に
遂
行
す
べ
き
も
の
と
し
て
割
り
当
て
ら
れ
る
仕
事
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。

三
、
四
及
び
六
に
つ
い
て

外
務
省
職
員
の
守
秘
義
務
に
つ
い
て
は
、
特
別
職
の
外
務
公
務
員
に
あ
っ
て
は
外
務
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第

四
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
法
第
百
条
第
一
項
、
一
般
職
の
職
員
に
あ
っ
て
は
同
法
第
百

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
「
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
と
い
え

ど
も
同
様
と
す
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

一



丹
波
實
元
ロ
シ
ア
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
は
、
平
成
九
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
十
一
年
八
月
十
六
日
ま
で
外
務
審
議
官
の

職
に
あ
っ
た
。

七
に
つ
い
て

窃
盗
に
つ
い
て
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
百
三
十
五
条
に
お
い
て
、
他
人
の
財
物
を
窃
取
し
た

者
を
罰
す
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
。

八
及
び
九
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
は
、
秘
密
文
書
は
厳
格
に
管
理
さ
れ
て
お
り
、
外
務
省
の
職
員
で
あ
っ
た
者
が
、
同
省
の
秘
密
文
書
を

庁
舎
外
へ
持
ち
出
す
こ
と
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
犯
罪
の
成
否
に
つ
い
て
は
、
捜
査
機
関
が
収
集
し
た
証
拠

に
基
づ
き
個
々
に
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

二


